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第１章 計画の策定趣旨 

 

１ 計画策定の背景と目的 

全国的に急速な少子化が進む中、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化、共働き家庭

の増加など子どもや子育てを取り巻く環境は大きく変化しており、子育てに対する負担や不

安などが高まっていることから、子どもの健やかな成長と子育てについて社会全体で支援し

ていくことが重要となっています。 

このような中、国では、少子化対策として平成１５年に制定された「次世代育成支援対策

推進法」に基づく取組みや平成２４年に制定された「子ども・子育て関連３法」に基づき市

町村に対し「子ども・子育て支援事業計画」の策定を義務付け様々な取組みを行ってきまし

た。 

また、令和元年５月には「改正子ども・子育て支援法」が成立し、10 月からの幼児教育・

保育の無償化が決定、令和元年 6 月には「改正子どもの貧困対策法」が成立し、子どもの貧

困対策や、令和５年４月１日に施行された「こども基本法」において、こども施策に関する

基本理念を定め、こども施策を社会全体で強力に推進していくことが明確化されました。 

町では、この間、平成２７年に策定した「第一期西会津町子ども・子育て支援事業計画」

において認定こども園と子育て支援センターを、令和２年に策定した「第二期西会津町子ど

も・子育て支援事業計画」において、子育てコミュニティ施設を整備し、児童福祉と母子保

健両面からの子育て支援を推進してきたところです。現行の第二期計画が令和６年度で最終

年度を迎えることから「第三期西会津町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、社会情勢

の変化に対応しつつ、子ども・子育て支援施策を総合的に推進し、切れ目のない子育て環境

の充実を目指していきます。 

 

２ 子ども・子育て支援制度の概要 

（１）制度の目的 

「子ども・子育て支援制度」は、すべての子どもの良質な成育環境を保障し、子どもと

子育て家庭を社会全体で支援することを目的として創設されたもので、次の三つの目的を

掲げています。 

 

１．質の高い幼児期の教育・保育の総合的な提供 

設置手続きの簡素化や財政措置の見直しなどにより、幼稚園と保育所の機能を併せ持

つ「認定こども園」の普及を図ること。 

 

２．保育の量的拡大、教育・保育の質的改善 

地域のニーズを踏まえ、認定こども園、幼稚園、認可保育所（園）、小規模保育など

を計画的に整備し、待機児童の解消や、多様な教育・保育の充実を図ること。 
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３．地域の子ども・子育て支援の充実 

地域の子ども・子育てに関する様々なニーズに応えられるように、支援の充実を図る

こと。 

 

 

（２）子ども・子育て関連３法 

子ども・子育て支援新制度の元となる３つの法律は、合わせて、「子ども・子育て関連

３法」と呼ばれています。 

１．子ども・子育て支援法 

２．就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こど

も園法）の一部改正法 

３．子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

 
 

（３）制度における給付・事業の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援給付 

 

① 子どものための教育・保育給付 

  対象：就学前児童 

■施設型給付 

対象施設：幼稚園、保育所、認定こども園 

■地域型保育給付 

対象事業：小規模保育、家庭的保育、 

     居宅訪問型保育、事業所内保育 

② 子どものための現金給付（児童手当） 

  対象：高校生年代まで 

 

 

 

 

地域子ども・子育て支援事業 

① 利用者支援事業 

② 地域子育て支援拠点事業 

③ 妊婦健康診査 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 養育支援訪問事業 

⑥ 子育て短期支援事業【拡充】 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業 

⑧ 一時預かり事業【拡充】 

⑨ 延長保育事業 

⑩ 病児保育事業 

⑪ 放課後児童クラブ 

⑫ 実費徴収に係る補足給付事業 

⑬ 多様な主体の新制度への参入促進事業 

⑭ 産後ケア事業【新規】 

⑮ 子育て世代訪問支援事業【新規】 

⑯ 児童育成支援拠点事業【新規】 

⑰ 親子関係形成支援事業【新規】 

⑱ 乳児等通園支援事業【新規】 

⑲ 妊婦等包括相談支援事業【新規】 
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３ 計画の位置づけと期間 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第６１条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

として策定するものです。 

また、本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法に基づく基本指針をふまえなが

らが「西会津町総合計画」を上位計画とし、令和７年度策定する地域福祉の課題解決に向け

た取組みを進め、その実現に向けた理念や方向性を定めた「地域福祉計画」を基本に、子ど

も・子育てに関連する分野の計画として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間 

本計画の計画期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。 

 

４ 教育・保育提供区域の設定 

 

（１）区域の設定 

教育・保育提供区域とは、本計画に基づいて実施される教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業を実施する区域の設定です。 

 

（２）西会津町における区域の設定 

子育て支援サービスを受ける場合に、自宅の近くの場所を選択する傾向がありますが、自

動車等による移動範囲の拡大や送迎等の利便性の観点から、職場や通勤経路上の近くのサー

ビス提供施設を希望するケースも多いことから、第一期計画における提供区域の設定を引き

継ぎ、西会津町全体を一つの区域として設定します。 

地域福祉計画 （令和７～１１年度） 

 

総合計画後期基本計画（令和５年度～令和７年度） 
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第２章 町の現状と課題 

 

１ 町の概要 

 

 西会津町は、福島県の北西部に位置し、東に喜多方市、会津坂下町、南に柳津町、金山町、

北と西は新潟県阿賀町に接しています。 

 東西の距離が１７．５５ｋｍ、南北が３４．５０ｋｍで、２９８．１８ｋｍ2の面積があり、

その約８４％が山林です。西に越後山脈、北に磐梯朝日国立公園の飯豊連峰を間近に望み、町

の中央部を東西に流れる阿賀川は会津盆地の水を集め、さらに町を流れる１３の支流が集まっ

て遠く日本海へとそそいでいます。 

 西会津町は、平成１６年９月に「自立宣言」を行い、これからも西会津町の枠組みでのまち

づくりを進めることを決意し、平成２０年４月施行の「西会津町まちづくり基本条例」により、

町民・議会・行政が一体となった協働によるまちづくりを進めています。 

 令和６年度には町政施行７０周年の節目を迎えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 島 県 

西会津町 
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２ 人口の状況 

 

（１）人口の推移 

 西会津町の人口は、昭和２５年の約１９，６１１人をピークに減少の一途をたどっており、

平成４年には９，９３６人と１万人を割り込みました。その後も減少傾向が続き、令和６年

には５，５５９人となり、昭和２５年のおよそ３割を切るまで減少しています。 

 また、年齢別（３区分）でみると、年少人口（０～１４歳）は平成１７年には９５７人で

総人口の１１．６％を占めていましたが、令和６年には４２５人となり、総人口に対する割

合も７．７％と減少しました。 

 一方、老年人口（６５歳以上）は減少傾向にあるものの、総人口に占める割合は増加して

おり、令和６年には４９．４％になりました。令和１２年には５４．２％になると推計され

ており、少子高齢化がますます進むことが推測されます。 

 

＜年齢階層別推移人口と全人口に占める割合＞ 

区  分 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 令和 6 年 令和 12 年 

総 人 口 8,237 人 7,366 人 6,582 人 5,770 人 5,559 人 4,563 人 

年 少 人 口 957 人 719 人 567 人 468 人 425 人 359 人 

（ 0～14 歳） 比率 11.6％ 9.8％ 8.6％ 8.1％ 7.7％ 7.9％ 

生 産 人 口 4,008 人 3,599 人 3,143 人 2,583 人 2,387 人 1,732 人 

（15～64 歳） 比率 48.7％ 48.8％ 47.8％ 44.8％ 42.9％ 38.0％ 

老 年 人 口 3,272 人 3,048 人 2,872 人 2,719 人 2,747 人 2,472 人 

（65 歳以上） 比率 39.7％ 41.1％ 43.6％ 47.1％ 49.4％ 54.2％ 

資料：総務省統計局「国勢調査」（平成 17・22・27 年・令和 2 年） 

                   住民基本台帳人口 R6.1.1 現在（令和 5 年） 

                    西会津町総合計画「西会津町の将来推計人口」（令和 12 年） 
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（２）出生の動向 

 出生数は平成２０年まで年々減少し、平成２０年以降は３０～４０人を維持していました

が、平成２９年には３０人を下回りました。今後は２５人前後を推移していくものと思われ

ます。 

また、日本において現在の人口を維持するために必要な合計特殊出生率は２．０７とされ

ています。西会津町における合計特殊出生率は、国や県と比べると高い値を示していました

が、全体的に減少傾向にあり、直近の値では１．４０人となっています。 

 

＜出生数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳 

                             福祉介護課調べ 

＜合計特殊出生率の推移＞ 

区 分 
平成 5 年～ 

平成9年 

平成10年～ 

平成14年 

平成 15 年 

～平成19年 

平成 20 年 

～平成24年 

平成 25 年 

～平成29年 

平成 30 年 

～令和 4 年 

全  国 １．４４人 １．３６人 １．３１人 １．４１人 １．４３人 １．３３人 

福 島 県 １・７３人 １．６４人 １．５２人 １．４１人 １．５６人 １．３７人 

西会津町 ２．１３人 ２．０９人 １．６９人 １．６６人 １．６２人 １．４０人 

 

  資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 
 

合計特殊出産率とは、１人の女性が一生の間に産む子どもの数を表す数値で、１５歳から４９歳 

までの女性の年齢別出生率を合計して算出します。 

 

（人） 
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（３）婚姻の動向 

 少子化の要因の１つとされている未婚率は、平成７年以降上昇傾向にあり、特に男性の未

婚率が高く、令和２年には３５．５％となり、女性も１９．７％と上昇傾向が続いています。 

＜西会津町の未婚率の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              資料：総務省「国勢調査」 

＜未婚率の状況＞ 

年 度 平成２７年度 令和２年度 

区 分 男 性 女 性 男 性 女 性 

全  国 ３１．６％ ２２．９％ ３８．３％ ３０．８％ 

福 島 県 ３０．５％ １９．６％ ３２．６％ ２０．５％ 

西会津町 ３４．６％ １８．９％ ３５．５％ １９．７％ 

                              資料：総務省「国勢調査」 

＜平均初婚年齢の状況＞ 

区 分 平成２７年度 令和元年度 

区 分 男 性 女 性 男 性 女 性 

全  国 ３１．１歳 ２９．４歳 ３１．２歳 ２９．６歳 

福 島 県 ３０．３歳 ２８．６歳 ３０．９歳 ２９．０歳 

西会津町 ２９．９歳 ３０．６歳 ３３．８歳 ２６．６歳 

          資料：厚生労働省「人口動態統計」、R 元年：町民税務課    

 

 

（％） 
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３ 産業の状況 

 

 西会津町の就業者数は、昭和５０年で 6,704 人、令和２年には 2,917 人と減少しており、昭

和５０年の半分以下となっています。 

産業別では、第１次産業就業者が大きく減少し、平成１２年頃からは第３次産業就業者が最

も多くなっています。第１次産業から第３次産業へ産業構造が変化し、経済のサービス化が進

展してきています。 

 

◆西会津町の産業別就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆西会津町の産業別就業者比率の推移 

資料：総務省「国政調査」 

資料：総務省「国政調査」 
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４ 少子化対策地域評価ツールによる結果 

 

 少子化対策地域評価ツールとは、国勢調査や経済センサスのデータから地域の特性である強

みや課題を「見える化」するために国が提供しているシステムです。 

項目は、賑わい・生活環境、家族・住生活、地域・コミュニティ、医療・保健環境、子育て

支援サービス、働き方・男女共同参画、経済・雇用の７分野となります。 

県平均を５０とした場合の各分野における町の位置づけとしては、小売店は少ないものの、

住環境は持ち家や一戸建ての割合が高くなっています。また、子どもの数や医療機関について

は低くなっていますが、子育て支援サービスの利用割合は高くなっています。しかし、労働環

境の改善や男女共同参画の推進が十分でないことや、課税対象所得の低さが窺えます。 

  

分 野 主要な西会津町の指標（県平均５０とする） 

賑わい・生活環境 

・大型小売店舗数（４１．９）≪人口 1 万人当たり≫ 

・飲食店事業所数（５５．３）≪  〃  ≫ 

・医薬品・化粧品小売り業事業所数（４３．５）≪  〃  ≫ 

・コンビニ店舗数（３８．９）≪  〃  ≫ 

家族・住生活 

・持ち家世帯率（５７．９）≪世帯主 15-64 歳≫ 

・住宅延べ面積（６１．０）≪100 ㎡以上の割合≫ 

・一戸建て比率（５８．９）≪全世帯≫ 

地域・コミュニティ 
・身近にいる子ども数（４１．２）≪0-14 歳人口密度≫ 

・消防団団員数（５５．０）≪人口 1,000 人当たり≫ 

医療・保健環境 

・保健師数（５７．０）≪人口 1 万人当たり≫ 

・産婦人科医師数（４５．４）≪20-44 歳女性人口１万人当たり≫ 

・小児科医師数（４３．４）≪0-9 歳児人口１万人当たり≫ 

子育て支援サービス 

・地域子育て支援拠点数（５６．４）≪0-2 歳人口１万人当たり≫ 

・放課後児童クラブ登録児童割合（３５．９）≪小学校児童数当たり≫ 

・保育所等利用児童割合（６３．７）≪0-5 歳人口比≫ 

働き方・男女共同参画 

・女性労働力率（５５．３）≪20-44 歳≫ 

・女性第３次産業従事者割合（５６．８ 逆向き偏差値）≪20-44 歳≫ 

・管理的職業従事者に占める女性の割合（４４．９） 

・市町村議会議員に占める女性の割合（５０．１） 

・くるみん認定企業割合（４６．１）≪資本金５千万円を超える企業数比≫  

経済・雇用 

・昼夜間人口比（４７．１） 

・課税対象所得（３８．０）≪納税義務者 1 人当たり≫ 

・男女別正規雇用者比率（３８．９）≪男性≫ 

・男女別正規雇用者比率（５６．０）≪女性≫ 
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５ 教育・保育事業の状況 

 

（１）こども園の状況 

 就学前の教育・保育が必要な乳幼児に対して、養護と教育の一体化を図りながら豊かな人

間性を持った子供の育成を目指して、町内の認可保育所である野沢保育所（芝草分所含む）

とへき地保育所である尾野本保育所、群岡保育所の３ヵ所を統合して、平成２９年４月に、

保育所型認定こども園「西会津町こゆりこども園」を開園しています。入園定員は、２００

人で、入園児童数は１４０人程度で横ばい傾向にありましたが、少子化の進行に伴い更なる

減少傾向が見られます。一方で、０歳児の年度途中での入園者数が増加傾向となっています。 

 

こども園児童数等の推移（４月１日現在）≪入園児童数下段の（  ）内は３月１日現在の児童数≫ 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

こども園数（うち公立） １ヵ所（１） １ヵ所（１） １ヵ所（１） １ヵ所（１） 

定 員 数 ２００人  ２００人  ２００人  ２００人  

入園児童数 １４９人  

(１６０人)  

１３９人  

(１４３人)  

１３９人  

（１５１人） 

１１６人  

（１１６人） 

 

内 
 

訳 

0 歳児 ６人  

（１４人） 

 ５人  

  （１０人） 

６人  

（２０人） 

３人  

（７人） 

1 歳児 １６人  

（１５人） 

１４人  

  （１２人） 

１２人  

（１３人） 

２３人  

（１９人） 

2 歳児 ２８人  

（３１人） 

２１人  

（２２人） 

２３人  

（２３人） 

１６人  

（１６人） 

3 歳児 ４２人  

（４３人） 

３１人  

（３０人） 

２３人  

（２２人） 

２４人  

（２３人） 

4 歳児 ２５人  

（２５人） 

４３人  

（４３人） 

２９人  

（２７人） 

２２人  

（２２人） 

5 歳児 ３２人  

（３２人） 

２５人  

（２６人） 

４６人  

（４６人） 

２８人  

（２９人） 

0～5 歳児の人口  １７５人  １６９人  １７２人  １３７人  

保育所入所率 ８５．１％  ８２．２％  ８０．８％  ８４．７％  

                                  資料：福祉介護課 

 

《町の子育て支援策》 

◆平成２９年度：１人目の保育料半額、二人目の保育料無料。 

◆平成３０年度から：全ての保育料無料。 
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（２）小学校の状況 

 小学校は、平成２４年度に５校を１校に統合し、旧野沢小学校の校舎を使用していました。

平成２７年４月から西会津中学校の隣に建設した新校舎を使用しています。児童数は減少傾

向にあり、令和５年度には１９６人となりました。 

 

＜小学校児童数等の推移（５月１日現在）＞ 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

小 学 校 数  １校  １校  １校  １校  

教 職 員 数 １６人  １６人  １４人  １７人  

児 童 数 １９９人  １９２人  １８２人  １９６人  

 

内 
 

訳 

１年生 ２８人  ３２人  ２４人  ４６人  

２年生 ３８人  ２９人  ３３人  ２３人  

３年生 ２８人  ３８人  ３０人  ３２人  

４年生 ３１人  ２８人  ３７人  ２９人  

５年生 ３７人  ２９人  ２９人  ３７人  

６年生 ３７人  ３６人  ２９人  ２９人  

資料：学校教育課  

 

（３）中学校の状況 

  中学校は、平成１４年度に４校を１校に統合しました。生徒数は小学校児童数と同様に減

少傾向にあり、令和５年度には９７名となりました。 

＜中学校生徒数等の推移（５月１日現在）＞ 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

中 学 校 数  １校  １校  １校  １校  

教 職 員 数 １４人  １６人  １６人  １６人  

生 徒 数 ９１人  １０１人  ９８人  ９７人  

 
内 

訳 

１年生 ３２人  ３４人  ３３人  ２７人  

２年生 ３６人  ３１人  ３４人  ３３人  

３年生 ２３人  ３６人  ３１人  ３７人  

資料：学校教育課  
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（４）放課後児童クラブ（ひだまり子どもクラブ）の状況 

  放課後児童クラブは、就労等により放課後等に保護者が家庭にいない小学生に、適切な遊

びと安全な生活の場を提供し、保護者の子育て支援を行う場として開設しています。 

平成 29 年度からは西会津小学校の隣に新設したこゆりこども園内の放課後児童クラブ教

室で（感染症対策として現在は小学校を利用）、西会津小学校１年生から６年生を対象とし

て実施しており、年間の開所日数は２５０日となっています。開所時間は原則、放課後（午

後２時３０分頃）から午後７時までとなっており、長期休暇中は午前７時３０分から開所時

間を早めて受け入れしています。 

 

＜利用児童数の推移（４月１日現在）＞ 

区  分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ひだまり子どもクラブ ６５人  ７２人  ６０人  ５１人  

 

内 
 

訳 

１年生 １５人  １９人  ９人  ２０人  

２年生 ２１人  １４人  １６人  ９人  

３年生 １３人  １９人  １２人  ８人  

４年生 ７人  １０人  １４人  ５人  

５年生 ７人  ４人  ８人  ７人  

６年生 ２人  ６人  １人  ２人  

資料：福祉介護課 

（５）放課後子ども教室の状況 

  放課後や休日等に子どもたちが安心して活動できる場を設けるとともに、地域住民とスポ

ーツや文化活動等の様々な体験・交流活動を通して地域全体で子どもを育てる活動を行って

います。 

 

＜活動の状況（令和５年４月１日現在）＞ 

ク ラ ブ 名 活 動 内 容 対象児童 活動児童数 

西小わくわく 

    クラブ 

平日活動（水曜日） 

（14:50～15:25） 

西会津小学校 

１年生 
４６人  

休日活動（年２回程度） 
西会津小学校 

全校生 
１９６人  

                                 資料：学校教育課 
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（６）子育てサークル・子育て広場の状況 

  保健師や保育士への育児相談や子育ての情報交換、手遊び、おもちゃ作り、絵本の読み聞

かせなど子どもの学習や遊び、親子のふれ合いを通して子育てのあり方について学ぶととも

に、保護者同士の仲間づくりの場としても役立っており、こゆりこども園内の子育て支援室

で実施しています。 

 

＜活動の状況（令和６年３月３１日現在）＞ 

区  分 活 動 内 容 対象者 のべ利用人数 

子育てサークル 

（おいでおいで） 

月曜日、水曜日、金曜日 

（10:00～12:00） 

※水曜日は保健師や保育士に

より育児相談等を実施 

就園前のお子さ

んと保護者、妊婦 
１７２名  
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６ 子育て支援に関するアンケート調査結果の概要 

 

（１）子どもを持つ保護者の状況等（令和５年度ニーズ調査より） 

① 子育てを主に担っている方 

「父母ともに」と「主に母親」が半々  

    子育てを主に担っている人は、「父母ともに」と「主に母親」が二分する結果となり

ました。「父母ともに」が５３％、「主に母親」が４１％となり、「父母ともに」が前回

より６ポイント増え、父親の子育てへの参画意識の改善が窺えます。 
 

② 日ごろ、子どもをみてもらえる親族・知人等の存在 

「いずれもいない」が２％、「親族に見てもらうことへの心配や心苦しい」２５％  

  子どもを見てもらえる親族・知人等の有無については、「日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる」が４２％、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえ

る」が５４％となっており、前回調査と同様９割を超える方が祖父母等の親族から支援

を得られる状況にあることがわかります。しかし、わずかですが「いずれもいない」が

２％となっており、潜在的に支援を要する家庭と考えられます。 

親族に見てもらえると回答した人で、子どもを見てもらっている祖父母等の親族に対

して、「心配することなく安心してみてもらえる」が３３％と、前回調査と比較し２５

ポイント減少し、「親族に子どもを見てもらうことへの心配や心苦しい」も２６％と何

らかの不安や心配を抱いており、社会全体で子ども・子育てを支えていくことが求めら

れています。 
 

③ 保護者の就労状況 

   

 

    保護者の就労状況では、ほとんどの父親が「フルタイムで就労」となっています。一

方、未就学児童の母親で「未就労」と回答が２２％で前回調査と比較し７ポイント増加

しています。そのうちの６３％が今後「就労したい」という意向を持っています。前回

調査と比較し３０ポイント増加しています。 
 

④ 就労している保護者の就労時間 

 父親は「８時間」「８時間以上」が多く 母親は「８時間」「８時間未満」が多い  

    就労している保護者の１日あたりの就労時間は、回答のある父親で「８時間」が就学

前児童で５０％、小学校児童で４８％、「９時間以上」が就学前が３９％、小学校児童

で２７％となってます。一方、母親は「８時間」が就学前で５０％、小学校児童で５８％、

「９時間以上」が就学前が８％、小学校児童で１３％となっており「９時間以上」が父

親に比べて低い割合となっています。 

    また、パート・アルバイト等の就労形態の方にフルタイムへの転換希望をうかがうと、

引き続きパート・アルバイトの勤務条件を希望する方の割合が多くなっています。 

父親は「フルタイムで就労」が９７％。母親は就学前児童の２２％が「未就労」、

ただし、そのうち、６３％が就労意向あり。 



15 

⑤ 教育・保育事業の利用状況 

   利用しているが７７％ 

こゆりこども園の入所率は、令和３年度 ８２．２％、令和４年度 ８０．８％、令和

５年度 ８４．７％で利用状況は年々増加傾向となっています。 
 

⑥ 教育・保育事業を利用する理由 

  「子育てをしている方が就労している」が６６％、「教育や発達のため」が８８％  

    保護者は、主に就労のため教育・保育事業を利用していますが、子どもの教育や発達

にも期待しており、そのような期待に応えていく必要があります。 
 

  ⑦ 教育・保育事業を利用していない理由 

    ・利用する必要がない（子どもの教育や発達のために保護者が就労しないなどの理由） 

・子どもがまだ小さいため 

 

  ⑧ 今後利用したい教育・保育事業 

     「認定こども園」が最も多く９４％となった。その他は「幼稚園」８％、「幼稚 

園の預かり保育」１１％、「事業所内保育施設」が８％、「ファミリーサポート・ 

センター」８％という結果となった。 

     

  ⑨ 地域子育て支援拠点事業の利用状況（おいでおいで、赤ちゃん栄養教室等） 

    「今後利用したい」が４２％ 

    地域子育て支援拠点事業については、「今後利用したい」が４２％、「利用日数を増や

したい」が６％となり、利用していない回答者は既にこども園利用者である。 
 

  ⑩ 土曜日及び日曜日・祝日の教育・保育事業の利用意向 

 

 

    土日・祝日も利用意向はあるが、前回調査と比較し、いずれも減少傾向にあります。 

また、月に 1～2 回利用したい、「月に数回仕事が入る」が４２％、「用事を済ますた

め」が２６％となっており、前回調査と比較すると「月に数回仕事が入る」が６６％で

２４ポイント減少する一方「用事を済ませるため」が１６％で１０ポイント増加してい

ます。 

   

  ⑪ 病児・病後時保育の利用意向 

 仕事を休んで対応した保護者のうち、「利用したい」が５３％  

    病児・病後時保育の利用意向について、仕事を休んで対応した保護者のうち、「病児・

病後時保育を利用したい」という意向があるのは５３％となっています。 

土曜日･･･「毎週利用したい」が５％、「月１～２回利用したい」が３１％ 

日曜日・祝日･･･「毎週利用したい」が０％、「月１～２回利用したい」が１７％  
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前回調査と比較し、１１ポイント増加した。このうち、「他の施設（例：こども園等）

に併設した施設」、「小児科に併設した施設」での利用希望が多くなっています。 
 

  ⑫ 一時預かり等の利用状況・利用意向 

     利用状況は１４％、利用意向は４１％  

    一時預かり等の利用状況は「利用していない」が多数であり、「利用したことがある」

は１４％となっている。今後の利用意向では４１％とニーズが高くなっています。 
 

  ⑬ 放課後児童クラブの利用意向 

 

 

    放課後児童クラブの利用意向は、回答のあった小学校児童保護者では低学年（１～３

年時）が２１％、高学年（４～６年時）は１１％と減少しています。 

低学年・高学年いずれも「自宅で過ごす」が多く、ほかに「習い事」も増加していま

す。 

 

（２）町の子育て支援への満足度 

  ○子育ての環境や支援への満足度について（就学前児童の保護者） 

   前回調査と比較し、「保育料の負担」、「出産祝金」、「関係職員の体制・対応」は上昇し

ています。その他は前回と同等の満足度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校児童で小学校１～３年時で２１％、小学校４～６年時で１１％ 

土曜日の利用希望は２５％、日曜日・祝日の利用希望は１４％ 

1不満   2やや不満   3普通  4 やや満足  5満足 
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 ○保育サービスを利用している方への満足度について（就学前児童の保護者） 

  前回調査と比較し、「子どもとの接し方」、「給食」、「衛生対策」は上昇している。その他

は前回と同等の満足度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①ファミリー・サポート・センターへの活動意向 

   就学前児童で依頼会員になれる約３３％ サポート会員になれる約８％  

   小学校児童で依頼会員になれる約２２％ サポート会員になれる約９％ 

   サポート会員に登録できる割合が少ない現状であり、全体的に「わからない」という割

合が５０％となっています。 

  

  ②キッズランド芝草の平日の利用意向 

   就学前児童で平日利用したい約４１％ 利用しない約５３％ 

   小学校児童で平日利用したい約１４％ 利用しない約７８％ 

   就学前児童保護者で１日～３日程度利用したい１２件、小学校児童では１５時以降の利

用で７件が主な件数である。就学前児童保護者で希望があるのはこども園入園前の保護者

の希望が多くなっています。 

 

  ③子ども食堂の利用意向 

   就学前児童で利用したい４４．４％ 利用しない１３．９％ わからない４１．７％ 

   小学校児童で利用したい３４．２％ 利用しない２４．３％ わからない３９．７％ 

   「利用しない」「わからない」の理由としては「子にアレルギーがある」「偏食がある」

などの理由や、どういうものかわからないという意見が多くなっています。 

 

 

 

1不満   2やや不満   3普通  4 やや満足  5満足 
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（３）家庭類型 

   家庭類型をみると、「両親ともフルタイム×フルタイム」の家庭が６２．１％と前回調

査と比較し１５．１ポイント増加している。また、ひとり親家庭も４.７ポイント増加して

います。 
 

区 分 令和元年度 令和５年度 

ひとり親家庭 ８．４％ １３．１％ 

フルタイム×フルタイム ４７．０％ ６２．１％ 

フルタイム×パート ２０．８％ １３．９％ 

フルタイム×パート（短） ５．０％ ０％ 

専業主婦（夫） １７．３％ １０．９％ 

パート×パート １．５％ ０．０％ 

パート×パート（短） ０．０％ ０．０％ 

無業×無業 ０．０％ ０．０％ 

合 計 １００．０％ １００．０％ 

※令和元年度は 0 歳～5 歳の実数による世帯の比率を表示。令和５年度は就学前保護者及び小学生児童保護者 

     から集計 
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７ 幼児期の教育・保育事業の量の見込み並びに確保方策及び実施時期 

 

（１）幼児期の教育・保育事業 

 【保育の必要性の認定区分】 

 対象事業 （認定区分） 対象年齢 

1 教育標準時間認定 幼稚園、認定こども園 １号認定 ３～５歳（幼児期の学校教育） 

2 

保育認定 幼稚園 

２号認定 ３～５歳（保育の必要性あり） 
保育認定 保育園、認定こども園 

3 保育認定 
認定こども園、保育園 

地域型保育 
３号認定 ０～２歳（保育の必要性あり） 

 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

1 号 2 号 
3 号 

1 号 2 号 
3 号 

1 号 2 号 
3 号 

0 歳 1･2 歳 0 歳 1･2 歳 0 歳 1･2 歳 

量の見込み 1 人 76 人 8 人 34 人 1 人 72 人 10 人 38 人 1 人 77 人 10 人 36 人 

確

保

方

策 

認定こ 

ども園 
10 人 110 人 15 人 65 人 10 人 110 人 15 人 65 人 10 人 110 人 15 人 65 人 

合 計 10 人 110人 15 人 65 人 10 人 110 人 15 人 65 人 10 人 110 人 15 人 65 人 

 

 令和１０年度 令和１１年度 

1 号 2 号 
3 号 

1 号 2 号 
3 号 

 

 

0 歳 1･2 歳 0 歳 1･2 歳 

量の見込み 1 人 66 人 10 人 36 人 1 人 68 人 10 人 41 人 

確

保

方

策 

認定こ 

ども園 
10 人 110 人 15 人 65 人 10 人 110 人 15 人 65 人 

 

合 計 10 人 110 人 15 人 65 人 10 人 110 人 15 人 65 人 

 

※２号認定の幼稚園利用は量の見込みは「なし」 
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（２）幼児期の教育・保育の一体的な提供及び子ども・子育て支援の推進方策 

   これまでの認可保育所とへき地保育所を統合し、保育所型認定こども園へ移行し幼児期

の教育・保育の提供に努めてきました。今後も、保育士や教諭の研修の充実、労働環境の

改善、適正な人員の確保を図り、教育・保育の質の向上に努め、子ども・子育て支援事業

の充実を図るなど、総合的な支援を推進していきます。 

 

８ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに確保方策及び実施時期 

 

現在、こゆりこども園の施設内に「子育て支援センター」を設置し、妊娠期から子育て期に

わたり切れ目のない支援を提供。令和６年施行改正児童福祉法にあわせて機能を拡充し「こど

も家庭センター」に移行しました。呼称については、これまで同様に「子育て支援センター」

としています。 

こども家庭センターが担う業務内容  

① 地域の妊産婦・子育て家庭に対する支援（母子保健・児童福祉の情報提供など） 

② 支援が必要な妊産婦や子育て家庭への支援（相談・通告受付、サポートプラン作成） 

③ 地域における体制づくり（地域ニーズ・地域資源の把握、関係機関の連携強化） 

④ 実施が望ましい業務（要保護児童対策地域協議会の調整機関としての業務） 

 

（１）利用者支援事業 

  子どもや保護者に、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応

じ、相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業。 

 

   令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 

確保

方策 

子育て支援 

センター 

１ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 

 

（２）地域子育て支援拠点事業（小規模 A 型） 

  地域の全ての子ども・家庭の相談に対応する子ども支援の専門性を持った体制で、１８

歳までのすべての子どもとその家庭及び妊産婦等を切れ目なく継続的に支援する事業。 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（年間） 240人 240人 240人 240人 240人 

確保

方策 

子育て支援 

センター 

１ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 １ヵ所 

   【量の見込み：利用者延べ人数】 
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（３）妊婦健康診査 

   妊婦が安心して出産できるように、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対す

る健康診査と妊婦期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業。 

 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

妊娠届出数 25 件 25 件 25 件 25 件   25件 

量の見込み 

〔１回目受診〕 
25 回 25 回 25 回 25 回 25 回 

量の見込み 

〔２～１５回目受診〕 
300回 300回 300回 300回 300回 

   【量の見込み：延べ受診回数】 

（４）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

   生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を行う事業。 

   更に、要支援児等への対策強化とし、保健師及び保育士等が主に未就園児を定期訪問す

ることで家庭との関係性構築と発育発達に課題のある児の早期発見と支援を図っていき

ます。 

 

年 度 量の見込み 確保方策 

令和７年度 30 人 実施体制：子育て支援センター保健師 2 名 

：こゆりこども園保育士   1名 

：こゆりこども園言語聴覚士 1名 

令和８年度 30 人 

令和９年度 30 人 

令和１０年度 30 人 

令和１１年度 30 人 

   【量の見込み：対象者数】 

（５）養育支援訪問事業 

   養育支援が特に必要な家庭に対してその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行

うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業。 

年 度 量の見込み 確保方策 

令和７年度 3 件 実施体制：子育て支援センター保健師 2 名 

：こゆりこども園保育士   1名 

：こゆりこども園言語聴覚士 1名 

令和８年度 3 件 

令和９年度 3 件 

令和１０年度 3 件 

令和１１年度 3 件 

   【量の見込み：対応延べ件数】 
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（６）子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター) 

   乳幼児や小学生等の児童を育てる保護者を主な会員として、児童の預かり等の援助を受

けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連

絡、調整を行う事業（町内での実施主体の確保、育成についても検討）。 

 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（年間） 20 人日 20 人日 20 人日 20 人日 20 人日 

確 保

方策 

喜多方広域圏内 20 人日 20 人日 20 人日 20 人日 20 人日 

合 計 20 人日 20 人日 20 人日 20 人日 20 人日 

   【量の見込み：利用者延べ人数】 

 

（７）一時預かり事業 

   家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間

に、こゆりこども園等において一時的に預かり必要な保護を行う事業。 

 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（年間） 120人日 120人日 120人日 120人日 120人日 

確 保

方策 

こゆりこども園 150人日 150人日 150人日 150人日 150人日 

合 計 150人日 150人日 150人日 150人日 150人日 

   【量の見込み：利用者延べ人数】 

 

（８）時間外保育事業（延長保育事業） 

   保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間におい

て、こゆりこども園等において保育を実施する事業。 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み 15 人 15 人 15 人 15 人 15 人 

確保 

方策 

こゆりこども園 40 人 40 人 40 人 40 人 40 人 

合 計 40 人 40 人 40 人 40 人 40 人 

   【量の見込み：利用登録人数】 
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（９）病児保育事業（病後児対応型） 

   病後児について、こども園内の専用スペース等において、保健師等が一時的に保育等を

する事業。 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（年間） 65 人日 65 人日 65 人日 65 人日 65 人日 

確保

方策 

こゆりこども園

施設内 
65 人日 65 人日 65 人日 65 人日 65 人日 

合 計 65 人日 65 人日 65 人日 65 人日 65 人日 

   【量の見込み：利用者延べ人数】 

 

（１０）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

   就労等により放課後等に保護者が家庭にいない小学生に対し、授業の終了後にこゆりこ

ども園内の児童クラブ室や小学校の余裕教室等を利用して適切な遊びと生活の場を提供

し、その健全な育成を図る事業。 

   【量の見込み：利用登録人数】 

（１１）産後ケア事業 

   産後一定の期間の母親と赤ちゃんに対し、自宅や医療機関において産後の身体の回復や

心のリフレッシュを図り、安心して育児ができるよう支援を行う事業。 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（年間） 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

確 保

方策 

福島県内 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

合 計 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

   【量の見込み：利用者延べ人数】 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 

量の見込み 40 人 10 人 40 人 10 人 40 人 10 人 40 人 10 人 40 人 10 人 

確保

方策 

児童ク

ラブ室

等 

50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 

合 計 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人 
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（１２）子育て世帯訪問支援事業（訪問による生活の支援） 

   要支援児童・要保護児童及びその保護者、特定妊婦等を対象（支援を要するヤングケア

ラー含む）に町が委託した訪問支援員が訪問し、子育てに関する情報の提供、家事・養育

に対する援助等を行う事業。 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（年間） 5 人日 5 人日 5 人日 5 人日 5 人日 

確 保

方策 

子育て支援 

センター 

5 人日 5 人日 5 人日 5 人日 5 人日 

合 計 5 人日 5 人日 5 人日 5 人日 5 人日 

  【量の見込み：対応延べ人数】 

（１３）児童育成支援拠点事業（学校や家以外の子どもの居場所支援） 

   養育環境等の課題（虐待リスクが高い、不登校等）を抱える学齢期の児童を対象に、児

童の居場所となる拠点を開設し、児童に生活の場を与えるとともに児童や保護者への相談

等を行う事業（町内での実施主体の確保、育成についても検討）。 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（年間） 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 

確 保

方策 

町内施設 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 

合 計 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 

  【量の見込み：対応延べ人数】 

（１４）親子関係形成支援事業（親子関係の構築に向けた支援） 

   要支援児童・要保護児童及びその保護者等を対象に、親子間の適切な関係性の構築を目

的に子どもの発達等の状況等に応じた支援を行う事業。 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（年間） 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

確 保

方策 

子育て支援 

センター 

1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

合 計 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

  【量の見込み：対応延べ人数】 
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（１５）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

   満３歳未満で保育所等に通っていない子どもを対象に、月一定時間までの利用可能枠の

中で保育を行う事業。 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（年間） ‐ 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

確 保

方策 

こゆりこども園 ‐ 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

合 計 ‐ 10 人日 10 人日 10 人日 10 人日 

  【量の見込み：利用者延べ人数】 

（１６）妊婦等包括相談支援事業 

   妊婦のための支援給付とあわせて、妊婦や配偶者等に対し面談等により情報提供や相談

等（伴走型相談支援事業）を行う事業。 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量の見込み（年間） 75 人回 75 人回 75 人回 75 人回 75 人回 

確 保

方策 

子育て支援セン

ター 

75 人回 75 人回 75 人回 75 人回 75 人回 

合 計 75 人回 75 人回 75 人回 75 人回 75 人回 

  【量の見込み：妊婦等面談延べ回数】 

※子育て短期支援事業（ショートステイ）の量の見込みは「なし」 

  保護者の疾病等の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった

児童について、児童養護施設等に入所させ必要な保護を行う事業。令和４年児童福祉法改

正により、保護者が子どもと共に入所・利用可能となる。 

 

※実費徴収に係る補足給付事業の量の見込みは「なし」 

 

※多様な主体の新制度への参入促進事業の量の見込みは「なし」 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本的な視点 

 

 本計画の策定及び個別事業の実施にあたっては、次の３点を基本とします。 

（１）一人ひとりの子どもを尊重する視点 

  施策の推進にあたっては、子どもにかかわる様々な権利が擁護されるように求められてい

ます。子育て支援サービス等による影響の多くは子どもたち自身が受けることになることか

ら、家庭ごとの特性や多様なニーズに対応できるよう柔軟な体制での取組みと、すべての子

どもがたくましく、健やかに育つことができるように、子どもの視線に立った取組みを進め

ていきます。 

 

（２）次代の親を育む視点 

  すべての子どもの健やかな育ちを保障していくためには、乳児、幼児、学童期などの特性

を踏まえ、発達段階に応じた教育・保育及び子育て支援が提供されるとともに、子どもは次

代の親となるという認識のもと、豊かな人間性を形成し、保護者が子どもと一緒に笑顔と会

話にあふれ、自立して家庭を持つことができるよう長期的な視点に立った取組みを進めてい

きます。 

 

（３）地域社会全体で支援する視点 

  子育ての第一義的な責任は保護者にありますが、一方で子どもは「社会の宝」であり、社

会を構成する重要な一員です。子どもを心身ともに健やかに育むためには、家庭はもとより

地域・企業・行政がそれぞれの役割のもと協働して、子育てにやさしい環境づくりを進めて

いきます。 

 

２ 基本理念 

 

 本計画においては、子ども・子育て支援を推進するにあたり、西会津町が目指すべき基本理

念を次のとおり定めました。 

「輝く子ども ともに育む にしあいづ」 

 少子化や核家族化、情報化など、子どもの育ちや子育ての環境が、社会や時代の変化ととも

に変わってきています。社会全体で、子ども・子育て家庭を支えようとする動向の中で、教育・

保育施設、学校、企業、地域及び行政のより密接な連携が求められています。 

地域ぐるみで子育てに取り組み、安心して子どもを産み育てられる環境整備を進め、家族や

地域の支え合いのなかで、将来を担う子供たちがのびのびと成長するまちになることを目指し

ていきます。「西会津町総合計画」の基本である「笑顔つながり 夢ふくらむまち ～ずーっと、

西会津～」で示す「健やかな人をともに育むまちづくり」を進めるために、本計画を策定する

こととします。 
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３ 基本目標 

 

 本計画の基本理念の実現に向けて、次の３つの基本目標を掲げ、総合的な施策に取り組みま

す。 

（１）家庭を持つことに安心と夢や希望の持てる環境づくり 

   経済状況や雇用形態が不安定な中、家族や子どもを持つことへの不安感から、未婚化、

晩婚化が加速している状況です。このような中、未婚の男女の出会いの場の創出について

は、町民の結婚に関する意識の把握に努め、多様性を認める中でも、結婚したい方、家庭

を持ちたい方の支援を充実し、後継者対策事業等の強化を図っていきます。 

   結婚促進・出産対策については、結婚祝金制度等の事業を検証・評価し、事業の充実を

図ります。 

   次代の親の育成については、子どもを産み育てることの意義や喜びを理解できるよう、

中学生、高校生等への教育や体験活動の機会を提供し、これに向けた小学生等の健全育成

に取り組みます。 

 

（２）子どもが健やかに育ち、子育てに魅力や喜びを感じることができる環境づくり 

   多様できめ細やかな保育・養育・教育サービスの充実については、乳幼児保育の増加や、

一時保育・病後児保育等の多様化するニーズに合わせたサービスの拡充に努めます。 

   子育てに関する経済的負担の軽減については、利用者全ての保育料の無償化や医療費の

助成を継続します。また、インフルエンザワクチン予防接種助成等の保護者の負担軽減に

努めます。 

   子どものより良い生活環境づくりについては、子どもが社会の一員として、安全に生活

できるよう、交通安全対策や防犯等の安全・安心な生活環境づくりに努めます。 

   父母並びに乳幼児の健康の確保及び増進については、妊娠から子育て期にかけて切れ目

のない支援体制の強化を図り、親子の健康確認と疾病・障がいの予防や早期発見に努めて

いきます。 

    

（３）子育てに関する支援体制づくり 

   援助を必要とする児童・家庭、障がいや発達に遅れのある児童等へのきめ細やかな対応

については、児童虐待防止対策の充実、ひとり親家庭等の自立支援、障がい児対策の充実

等全ての児童、家庭に配慮し取り組みます。 

   妊娠から子育てまで切れ目なく一括して支援する拠点として、こゆりこども園内に「子

育て支援センター」を設置しています。ここでは令和４年の児童福祉法改正により設置が

努力義務化された母子保健業務と児童福祉業務を行う「こども家庭センター」の役割を担

っていることから、引き続き、子育ての情報提供や相談・支援体制の充実を図っていきま

す。 

   また、地域における子育て支援の体制づくりについては、地域住民や団体、企業等が一

体となった子育て意識の醸成に努めていきます。 
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４ 計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 

～ 家庭を持つことに安心と夢や希望の持てる環境づくり ～ 

 ① 結婚・出産・子育てに関する意識啓発と対策の充実 

 ② 次代の親の育成と子どもの健全育成 

基本目標２ 

～ 子どもが健やかに育ち、子育てに魅力や 

喜びを感じることができる環境づくり ～ 

 ① 多様できめ細やかな保育・教育サービスの充実と質の向上 

 ② 子育てに関する経済的負担の軽減 

 ③ 子どものよりよい生活環境づくりの推進 

 ④ 父母並びに乳幼児の健康の確保及び増進 

基本目標３ 

～ 子育てに関する支援体制づくり ～ 

 ① 援助を必要とする児童・家庭へのきめ細やかな対策の推進 

 ② 障がいや発達に遅れのある児童等へのきめ細やかな対策の推進 

 ③ 子育ての情報提供と相談・支援体制の充実 

 ④ 地域における子育て支援の体制づくり 

基本理念  輝く子ども ともに育む にしあいづ 

独 身 

結 婚 

出 産 

子育て 

教 育 

目 標 

○ 結婚・出産・子育てに安心と夢や希望の持てる地域社会を実現し、少子化を解消して活力

ある町づくりの基盤を形成する。 

○ 生きていく上で有用な能力を持つ自立した次代の町を担う優秀な人材を育成する。 
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〚西会津町の子育て支援策〛 
 
                 結 婚 
                             
                  ★出会いの場（婚活事業） 

                  ★結婚活動支援補助金 

              ★結婚祝金 

定住対策 
 
★定住促進助成事業 
★移住・定住総合支援センター 
★若者リーダー育成事業  
★西会津のある暮らしの相談室             妊娠・出産 

★こうのとりサポート事業（回数制限なし） 
                        公的医療保険適用に合わせて充実 
                       ★妊婦にやさしい遠方出産支援事業 

★母子健康手帳の交付   
                       ★妊産婦健診助成（全１７回） 
                       ★出産祝金 
                        第１子目から３０万円 
                        第２子目以降は計５０万円 
                        出生時に家族の絆応援クーポン贈呈 
                       ★新生児聴覚検査助成事業 
                       ★風しん予防接種等経費助成事業 
  進学・就職支援              ★産後ケア事業 
                                              ★妊婦支援給付金 
★トータルケア就学資金             伴走型相談支援と妊娠時５万円・ 

★新規就農者支援                出産時５万円／児の支給 

★西会津高校支援                  ★妊婦全戸訪問 

                                   ★乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん事業） 

 

  

                      育 児 
                   

★乳幼児家庭子育て応援金 
★インフルエンザ予防接種助成 
★子育て医療費サポート事業  
★各種健診・予防接種の充実 

小・中学校              ★赤ちゃん栄養教室 
                                ★フッ化物応用によるむし歯予防 
★ひだまり子どもクラブ（放課後児童クラブ）     ★乳幼児家庭全戸訪問 
★放課後子ども教室                 ★養育支援訪問 

★地域学校協働活動事業 

                              

            
                    

保  育 
★保育料完全無償化 
★保育の充実 
（認定こども園、一時保育、延長保育、病後児保育） 

         ★おいで・おいで（子育てサークル） 
         ★子育て支援センター（子育て総合窓口） 

★幼児教育・保育アドバイザー 
            

 

子育てコミュニティ施設 

「キッズランド芝草」 

「輝く子ども ともに育む にしあいづ」 
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第４章 計画の内容（基本施策と個別事業） 

 

基本目標１ 

家庭を持つことに安心と夢や希望の持てる環境づくり 

 

基本施策１ 結婚・出産・子育てに関する意識啓発と対策の充実 

  少子化問題の背景には、経済状況や雇用形態が不安定な中、家族や子どもを持つことへの

不安感、結婚や家族に関する価値観の変化、男性が仕事中心の働き方で長時間労働であるこ

と、又それに起因し女性に子育ての負担が集中し、仕事との両立が困難といったライフスタ

イルの変化など様々な要因が考えられます。若者世代の未婚者では結婚していない理由を、

「適当な相手にめぐり合わない」、「自由や気楽さを失いたくない」、「必要性を感じない」と

いった意見も多く、出会いの場や、結婚や出産、子育てへの意欲が向上する対策が求められ

ています。 

  このような少子化の進行を自らの身近な問題として認識し、個人の意思や多様な価値観を

尊重しつつ、結婚や出産・子育てを応援する広報・啓発・対策を行うことで、社会全体 

で結婚を応援する機運の醸成を図り、男女が家庭や子育てに夢と希望をもつことができる環

境を目指します。 

 

 

― 個別事業 ― 

● 出会いの場の創出・・・《子育て支援センター》 

  未婚化・晩婚化の進行問題に取り組むため、後継者対策事業として、結婚世話やき人の育

成やイベントの開催など出会いの機会を創出するとともに、マッチングアプリの登録費用や

結婚相談所の利用料の助成（結婚活動支援補助金）など結婚活動にかかる経費も支援します。 

 

● 結婚祝金支給・・・《子育て支援センター》 

  夫婦の前途を祝福するとともに、定住促進と町の活性化に資することを目的として新婚夫

婦に対して結婚祝金２０万円を支給します。 

 

● こうのとりサポート事業・・・《子育て支援センター》 

  不妊症や不育症に悩む夫婦が、そのために受ける検査及び治療の経済的負担を軽減するた

め、費用の全部又は一部に対して補助金を交付します。 

 

● 妊婦にやさしい遠方出産支援事業・・・《子育て支援センター》 

遠方の分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産時まで分娩取扱施設周辺の宿泊施

設で待機する宿泊費を助成します。 
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● 事業所への啓発、雇用の促進・・・《子育て支援センター》 

  安心して出産・子育てができるように、事業所に育児休暇取得等の理解を促し、各種情報

を提供していきます。また、結婚への不安感をなくすため雇用の安定を働きかけます。 

 

 

基本施策２ 次代の親の育成と子どもの健全育成 

 少子化や核家族化が進む中で、子どもたちの豊かな成長に欠かすことができない、多くの

人や自然との触れ合いが減少しています。 

次代の親となる小中高校生等が、社会性や豊かな人間性を育むためには、その発達段階に

応じた多様な体験活動を行なうことが重要です。 

将来子どもを持ち、子育てをする立場となる若い世代を対象に、職場体験やインターンシ

ップの依頼を受け、乳幼児との触れ合いの中で、命の尊さや子育ての楽しさを体感できるよ

う配慮した取組みを進めます。 

また、正しい食生活や喫煙防止等の健康づくりの啓発を積極的に行ない、次代の親の育成

を図ります。 

 

 

― 個別事業 ― 

● 防煙教室・・・《子育て支援センター》 

  これまで町の健康増進計画による対策を進めてきましたが、若い世代の喫煙の割合が全国

と比較して高い結果となっています。 

  小中学校において計画的に防煙教室を開催して知識の普及を図り、児童生徒とその保護者

を通じて町ぐるみで禁煙・分煙・防煙に取り組めるよう啓発していきます。 

 

● 思春期教室・・・《子育て支援センター》 

  思春期は子どもから大人への移行期であり、自分の心身の成長に伴う悩みや不安が生じや

すい時期といえます。また、ＳＮＳなどの情報通信手段の発達など、社会環境も大きく変化

し生活習慣の乱れも見受けられます。 

  思春期の子供たちが性や妊娠に対して正しい知識を得て、自ら健康管理を行う、いわゆる

「プレコンセプションケア」ができるように学校や関係機関と連携のもと、薬物乱用防止教

育等も併せて思春期の保健対策に取り組みます。 

 

● 外国語指導助手（ＡＬＴ）の確保・・・《学校教育課》 

  国際社会への適応と世界的視野を持つための一助として、外国語指導助手を確保するとと

もに、世代に応じた指導助手の活用を図ります。 

 

● 児童生徒の交流事業・・・《学校教育課・生涯学習課》 

  小学校５年生を対象としたいわき市豊間小学校との交流、小学校６年生を対象とした沖縄
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県大宜味村の児童生徒との交流、中学生は埼玉県戸田市とブリティッシュヒルズでの英国体

験交流を実施していきます。 

 

● こども研幾塾事業・・・《学校教育課》 

地域学習や体験活動を通して、町の歴史や文化、自然、産業等を学び、ふるさと教育と新

しい学びの創出を図っていきます。 

 

● 食育の推進・・・《健康増進課》 

  食に関する関係機関で組織する「食育推進委員会」により、食育や栄養改善の推進に必 

要な事項を検討し、食育推進計画に基づいて、食育を総合的かつ計画的に実施します。 

  こども園や学校行事、各種保健事業の機会を通じて、乳幼児から高齢者まで、家族ぐるみ

で健全な食生活を実践することができるよう、食に関する知識の普及や様々な体験活動の提

供を行います。 

 

● 放課後児童健全育成事業（ひだまり子どもクラブ）・・・《子育て支援センター》 

  保護者が昼間に就労等により家庭にいない小学校生を対象に、適切な遊びと生活の場を提

供し、事故防止と健全な育成を図ります。これまで１年生から６年生を対象として実施して

いますが、運営体制の見直しや職員研修にも積極的に参加し、資質の向上に努めます。また、

活動内容を充実するために放課後子ども教室との連携にも努めていきます。 

 

● 子育て体験・・・《子育て支援センター》 

  生命の尊さや子育ての楽しさを知る上でも、思春期の頃から赤ちゃんと触れ合い、子育て

を体験できるようこゆりこども園や各学校と連携を図りながら事業に取り組みます。 

 

● 青少年教育事業・・・《生涯学習課》 

  次世代メディアの発展や体力の低下など、情報化された現代社会における青少年の問題を

的確に捉え、心身ともに健康な人間の育成を目指して、各種事業に取り組みます。 

 

 

基本目標 ２ 

子どもが健やかに育ち、子育てに魅力や喜びを感じることができる環境づくり 

 

基本施策１ 多様できめ細やかな保育・教育サービスの充実と質の向上 

 共働き世帯の増加や女性の就労率の上昇などにより、母親は出産後もこども園などを利用

して就労を希望・継続する傾向がニーズ調査からも伺われます。これに伴い、０・１歳児か

らのこども園の利用ニーズも増加しており、乳児保育の拡充が求められています。 

 西会津町のこども園は、その管理運営を指定管理者制度により社会福祉法人にしあいづ福

祉会へ業務を委託し、保育サービスの充実に努めています。全国的に保育士が不足する中、
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多様化する保育ニーズに対応するため、外部講師による研修の充実や、適正な保育士の人員

を確保し、更なる質の向上が図られるよう、にしあいづ福祉会との連携を図ります。 

 

― 個別事業 ― 

● 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポートセンター）・・・《子育て支援センター》 

乳幼児や小学生等の児童を育てる保護者を主な会員として、児童の預かり等の援助を受け

ることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者とが会員となり、地域での相互援

助活動を行う事業であり、事業実施にはサポートする側の会員の確保が重要となります。ま

た、会員登録には講習会の実施やマッチングを行うアドバイザーの配置などの課題もあるこ

とから、現在事業を実施している喜多方子育てサポートセンターと連携し、体制の確保に努

めます。併せて喜多方広域圏を中心とした取組みができないか検討していきます。 

 

● 一時保育事業・・・《子育て支援センター・こゆりこども園》 

  保護者の傷病、冠婚葬祭、里帰り出産等による緊急的に必要とする保育や、週数回の就労

等による非定期的に必要とする保育、育児等に伴う心理的・肉体的負担を解消するために必

要とする保育等、通常保育の対象とならない児童に対して行う一時的な保育サービスの充実

を図ります。 

  また、日曜・祝日等に保護者の勤務等により保育が必要な場合など休日保育についても、

必要に応じ体制整備等を検討していきます。 

 

● 病児・病後児保育・・・《子育て支援センター・こゆりこども園》 

  家族や親が子育てをするというこれまでの子育ての理念を転換し、社会全体で子育てを支

えていく「子ども子育てビジョン」では、「体調不良児対応型はすべての保育所で取組みを

推進する」とされており、これまでも、保育中に体調不良を起こした子どもを保護者が迎え

に来るまで適切な保育とケアに取り組んできたところです。 

令和７年度からは傷病の回復期にある児童を保育する「病後児保育」について実施できる

よう体制の整備を図ります。 

 

● 保育関係者の研修・・・《子育て支援センター・こゆりこども園》 

  時代に即した保育・教育の専門性と保育者としての資質の向上を図り、子育て支援を効果

的に進められるよう、外部講師の派遣や福島県社会福祉協議会、福島県保育所（園）・認定

こども園協議会などが主催する各種研修会への参加を推進し、職員間での園内研修に活用し

ていきます。 

 

● 苦情処理体制の確立・充実・・・《子育て支援センター・こゆりこども園》 

  保育等サービスに伴う利用者からの苦情を、解決に向けて客観的かつ適切に対応できるよ

う、研修会等へ参加し、職員間で共有するなど、苦情処理体制の充実を図るとともに、適切

に運用します。 
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  また、利用者との良好な関係が保たれるように、日常的な情報共有にも努めます。 

 

基本施策２ 子育てに関する経済的負担の軽減 

 家計に占める子育てにかかる経済的負担の割合が増加する中、県の補助制度を利用した医

療費の助成、令和元年１０月からの保育料無償化など、国や県においても経済的負担の軽減

が図られています。町においては、平成３０年度から０歳児からの保育料の完全無償化や出

産祝金、乳幼児家庭子育て応援金など、国・県に先駆けかつ他自治体より手厚い支援に取り

組んできました。これらの事業を継続するとともに、ニーズを捉えた事業内容の検討を進め

ていきます。 

 

 

― 個別事業 ― 

● 認定こども園（こゆりこども園）保育料等の無償化・・・《子育て支援センター》 

令和元年１０月より、国の政策として、３歳児から５歳児の全階層及び０歳児から２歳児

の非課税世帯（第１、第２階層）を対象に、全国で幼児教育・保育の無償化が始まりました。

町ではそれに先駆け平成３０年４月から、こゆりこども園の保育料をすべて無償化、給食

費・副食費についても無料とし、保護者の経済的負担軽減を図っており、今後も継続してい

きます。 

 

● 児童手当・・・《子育て支援センター》 

  子育て家庭等の生活の安定に寄与し、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する

ため、１８歳到達後最初の年度末までの者（高校生年代まで）を養護し、かつ、子どもと一

定の生計関係にある父又は母等に、第２子までの子１人につき３歳までは月額１万５千円、

それ以降の期間は１万円、そして第３子以降に該当するお子さんについては全ての期間を通

して月額３万円が支給されます。なお、所得制限はなくなりました。 

 

● 出産祝金等・・・《子育て支援センター》 

  次代を担う子どもの誕生を祝うとともに、児童の健やかな成長を願い保護者（父又は 

母）に対し出産祝金を支給します。第１子目から全ての出生児に３０万円の支給と、町内の

写真店で記念写真の制作ができる家族の絆応援クーポンを贈呈します。 

第２子目以降からは、さらに小学校入学時に１０万円、中学校入学時に１０万円を支給し

ます。但し、父母のどちらかが、西会津町に１年以上住所があり、かつ居住していることが

条件となります。 

 

● 乳幼児家庭子育て応援金・・・《子育て支援センター》 

  乳幼児期に親や家庭から受ける愛情は子どものこころの成長の基本となり、その後の人間

関係の基礎を作っていきます。この乳幼児期の育児を応援するため、保育所等を利用せず家

庭で育児を行う養育者に対して、対象となる子どもが２歳到達後の最初の年度末まで、子ど
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も１人当たり月額１万円を支給します。但し、育児休業基本給付を受けている場合対象とは

なりません。 

 

● 妊婦のための支援給付（妊婦支援給付金）・・・《子育て支援センター》 

妊娠届出や出産届出を行った妊婦等に対し、それぞれ妊娠届出時に妊婦一人につき５万円、

出生届出時に子ども一人につき５万円を支給します。 

 

● 放課後児童クラブ使用料の軽減・・・《子育て支援センター》 

  放課後児童クラブの使用料については、利用児童１人当たり月額２千円となりますが、生

計を一にする世帯において、２人以上の児童が利用する場合は、２人目以降の児童の利用料

は無料となります。 

 

● 子育て医療費サポート事業・・・《健康増進課》 

  子どもの疾病の早期発見、早期治療を促進し、健康保持の増進と子育てに伴う経済的負担

の軽減を図るため、出生から１８歳（高校３年生）までを対象に医療機関で支払う自己負担

分の医療費を助成します。 

 

● インフルエンザワクチン接種助成事業・・・《子育て支援センター》 

  感染症を予防するため、インフルエンザ予防接種に係る費用について、０歳から高校生ま

での子どもと妊婦については費用の全額を助成します。 

 

● 就学援助・・・《学校教育課》 

  学校教育法第１９条の規定に基づき、経済的理由により義務教育である小学校及び中学校

に就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、その就学に必要な援助を行っています。 

 

 

基本施策３ 子どものよりよい生活環境づくりの推進 

 社会の一員として子どもたちが生活・成長していく過程では、その安全と安心の確保が求

められています。自家用車の普及が進んだ車社会に対応する知識の習得や、豊かな自然の残

る町の様々なルールやマナーを身につけていくとともに、不審者から身を守るための防犯へ

の取組みも強化していきます。 

 また、道路や公園などの公共施設等においても、子育て世帯や子どもが安心して移動でき

る環境の整備や、のびのびと遊べるような配慮が必要となります。 

 妊産婦及び親子が安心して出歩くことができるよう、バリアフリーやユニバーサルデザ 

インに配慮したまちづくりを推進します。 

 安心して子育てできる住まいとしての公営住宅については、適正な維持管理と良好な居住

環境の確保・整備に努めます。 

 子どもたちの生活に浸透したインターネットの利用に関して、情報を正しく理解し効果的
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に活かせるようデジタルリテラシーの育成に配慮します。 

 

― 個別事業 ― 

● 交通安全の推進・・・《町民税務課・学校教育課・子育て支援センター》 

  保育施設や小中学校において実施している交通安全教室は、子どもの年代にあわせた意識

の高揚とマナーを身につける大切な機会です。子どもたちに、命の大切さや車社会に対応す

る知識の習得を交通安全母の会や交通教育専門員、警察等の協力を得て充実した内容となる

よう連携を推進します。 

  

● 各種協力団体活動等との連携・・・《学校教育課・生涯学習課・子育て支援センター》 

  学校や町内の行事等において子どもの安全指導や見守りを行なうＰＴＡ活動や、学校支援

ボランティアなど、協力団体との連携に取り組みます。 

 

● 公的住宅等の供給・・・《建設水道課・商工観光課》 

  町営住宅の募集時において、母子等の世帯や子どものいる世帯について、引き続き優先入

居要件に基づき選考します。 

  また、若者や子育て世代が好む住環境の整備についても検討を進めます。 

 

基本施策４ 父母並びに乳幼児の健康の確保及び増進 

女性にとって妊娠出産は、大きな喜びであると同時に、１０ヶ月という期間には心身の急

激な変化もあり、母親として多くの不安や悩みが生じます。そのような期間において、パー

トナーとなる男性も「父親」としての自覚を育んでいく大切な時期を迎えます。 

 核家族化や地域との関係性の希薄化など、家族・地域における養育力の低下が懸念される

中において、乳幼児期をおくる中心となるのは家庭生活であり、両親や家族の生活習慣が大

きく影響していきます。これらを踏まえ、妊娠・出産・育児はもとより、包括的に子どもを

取り巻く環境を整えるための支援を充実させていきます。 

 

― 個別事業 ― 

● 安全安心な出産・育児への支援・・・《子育て支援センター》 

妊娠期間中は女性だけでなく男性にとっても「親」として育っていく大切な準備期間です。

特に女性は心やからだに大きな変化があり、妊娠初期では体調が思うようにコントロール出

来ず精神的に不安定になりやすくなることから、妊婦全戸訪問を実施していきます。 

母子健康手帳交付時に、これから起こりやすい体や心の変化などを伝えたり、出産、育児

に自信が持てるよう情報提供や電話、メール・ＳＮＳ等を活用した相談体制の充実を図って

いきます。 

  また、妊婦健康診査や医療機関との連携による出産ケア、新生児訪問を通し産前から産後

まで切れ目のない支援を行なっています。 
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● 妊婦一般健康診査の助成・・・《子育て支援センター》 

  母子健康手帳交付時に受診票を交付し、妊娠してから出産までの間に受診する健康診査費

用（問診診察等に係る費用を最大 15 回分）の助成を行い、妊娠中に起こりやすい疾病の予

防や、異常の早期発見、早期治療により健康で安全に出産を迎えられるよう妊娠中の健康管

理を支援しています。 

 

● 新生児訪問と相談・・・《子育て支援センター》 

  赤ちゃんがお母さんの体内とは全く違う環境の中で自分の力で発育していくことに慣れ

る大切な時期です。出生連絡票によりお母さんの産後の体調や赤ちゃんの体重計測など健康

状態の確認を行っていきます。また、母体を離れての生活に赤ちゃんが無理なく慣れていけ

るよう環境を整えることを一緒に考えていきます。 

  この時期に、個別通知により町の健診状況や予防接種についての情報を提供しています。 

 

● 父親の子育てへの積極的な参加の促進・・・《子育て支援センター》 

  社会構造や経済状況、ライフスタイル等の変化に伴い、子どもを産み育てることが難しく

なってきた社会において、子育てに参加する父親の姿が注目されています。 

  仕事が忙しく育児時間がなかなか取れない、子どもとの接し方がわからない等の悩みや課

題がある中、父親のあり方を考え、子育てに参画するきっかけが持てるような支援・相談に

応じるとともに、「いい育児の日」や「家庭の日」の記念日に合わせ広報誌等での啓発に努

め、父親の意識の醸成を図ります。 

 

● 健診及び教室の充実・・・《子育て支援センター》 

  離乳食教室では、実際に試食を提供し、口の動きなどの様子をみながら一人ひとりにあっ

た助言を行なっていきます。また、育児に関する不安や負担感を一人で抱えることがないよ

う、参加者同士、子育てについて対話する機会を設け、地域全体で子育てを支えていきます。 

  １歳６ヶ月児健康診査、３歳児健康診査においては、運動機能、精神発達、視聴覚機能な

ど健診を行うことで病気や障がいを早期に発見して、適切な指導を行い子どもの健全育成、

保護者への育児サポートを行っています。 

  また、日頃、育児をする中で困っていることなどを気軽に相談できるよう臨床心理士や保

育士、言語聴覚士等と連携を図り、相談体制の充実を図ります。   

 

● 予防接種指導・・・《子育て支援センター》 

  予防接種は感染症の予防に効果的な方法のひとつです。近年、小児における定期の予防接

種は特に乳幼児期に接種が集中しており、ワクチンの種類によって接種間隔や接種回数が異

なっていることから、予防接種を有効かつ安全に実施するため医療機関と連携を図るととも

に、複雑化する予防接種について、より良い時期に接種が出来るよう保護者とともに接種計

画を立て小児期の感染予防に努めています。 
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● 歯科保健の充実・強化・・・《子育て支援センター》 

  全国的に３歳児の有病率は低くなってはいるものの、町は全国、県内と比較してまだまだ

高い状況にあります。生涯にわたる歯・口の健康づくりを進める上で、その基礎となる幼児

期から正しい生活習慣を身につけることが重要です。 

  平成２９年からこゆりこども園、令和元年から西会津小学校、令和２年から西会津中学校

でフッ化物洗口を実施し、むし歯予防を推進しています。 

また、家族そろって口の健康づくりが出来るよう、歯科医師、歯科衛生士や学校、こども

園など、関係機関との連携を図ると共に、ケーブルテレビ、広報等で知識や技術が習得でき

るよう働きかけています。 

 

 

基本目標３ 

子育てに関する支援体制づくり 

 

基本施策１ 援助を必要とする児童・家庭へのきめ細やかな対策の推進 

 援助を必要とする児童や家庭については、適切な支援が受けられるよう、経済的な状況や

個々の家庭を取り巻く状況について把握し、生育環境の改善や教育環境の整備など、妊娠期

から子育て期にわたり切れ目のない各種支援策を推進します。 

 特に、ひとり親の支援については、子育てや生活支援策、養育費の確保策等について現状

を把握しつつ総合的に相談支援できる体制の確保と支援策の情報提供に努めます。 

 虐待防止やヤングケアラー対策として、関係機関との連携と情報共有を図り、訪問指導・

助言等の支援や、理解や気づきにつながる効果的な広報啓発を「子育て支援センター」が拠

点となり対応していきます。 

また、貧困対策については、子どもが生まれ育った環境で、子どもの現在と将来が左右さ

れることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに成長できる環境を整備するととも

に教育の機会均等を図るため、総合的な対策の推進に努めます。 

 

― 個別事業 ― 

● 児童扶養手当・・・《子育て支援センター》 

  児童を養育している母子・父子家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉向上を図

ることを目的として、児童を監護する母又は養育者に児童が満１８歳に到達する年度末まで

手当を支給します。 

 

● ひとり親家庭医療費助成・・・《健康増進課》 

  ひとり親家庭の保健の向上と増進を図ることを目的に医療費の一部を助成します。 
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● 母子（父子）福祉資金貸付事業・・・《福祉介護課》 

  母子（父子）家庭の経済的自立の支援と生活意欲の助長を図るために必要な資金を貸し付

けます。 

 

● 就学援助（再掲）・・・《学校教育課》 

  学校教育法第１９条の規定に基づき、経済的理由により義務教育である小学校及び中学校

に就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、その就学に必要な援助を行ないます。 

 

● 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）・・・《子育て支援センター》 

  生後４ヶ月までの時期に保健師等が家庭を訪問し、発育相談を行なっています。その際に

「アンケート」により、親の精神的な問題や生活上の悩み、不安やストレス等を抱いている

かなどを把握し、必要な支援を継続します。 

 令和７年度からは未就園児を中心に定期訪問を継続し、各家庭との関係性の構築と子育て

に係る様々な課題を早期に把握し対応するために、体制強化を図ります。 

 

● ブックスタート事業・・・《生涯学習課（図書館）》 

  赤ちゃんと保護者が絵本を通じて触れ合う時間を持つきっかけ作りとして、０歳から１歳

６ヶ月までの子どもを持つ保護者に対して絵本を無料で提供しています。 

 

● 西会津町虐待防止地域協議会・・・《子育て支援センター》 

  地域の関係機関が連携し虐待を防止し、要保護児童の対策を適切に実施していくため、要

保護児童対策地域協議会を設置しています。実態の把握や具体的支援の内容を検討する実務

者会議、ケース検討会議では、会津児童相談所・会津保健福祉事務所・町関係機関との連携

を密にし、支援体制の充実に努めています。 

 

● 生活困窮者自立支援・・・《子育て支援センター・学校教育課・社会福祉協議会》 

 専門の相談員を配置し、生活困窮者からの相談内容に応じて、関係機関と連携しながら自立

に向けた支援を行っています。 

 貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯（生活保護世帯を含む）の子どもを対象とした 

学習支援を行うとともに、保護者に対しても進学や教育費にかかる情報提供、家庭環境改善に

向けた働きかけを行っています。また、いじめや不登校など児童生徒の問題行動に適切に対応

するための教育相談員を配置し、生徒指導上の問題解決を図っています。 

 

 

基本施策２ 障がいや発達に遅れのある児童等へのきめ細やかな対策の推進 

 障がいや発達に遅れのある子どもの自立や社会参加に向け、それぞれのニーズに応じた、

乳幼児期から社会人への移行期までの一貫した相談支援体制の充実が求められています。 

 町では、子育て支援センターの保健師による家庭訪問、こども園における児童の受入や観
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察・支援、学校教育では特別支援教育の充実など、身体や知的面での発達状況に応じた対応

はもとより、言葉の遅れなどで心配のある子どもやその保護者に対する相談等も行い、早期

の発見・療育へとつなげるため児童相談所の巡回相談会も活用し様々な対応に努めてきまし

た。今後も子育て支援センターを窓口として、相談体制を更に充実し各関係機関との連携を

図ります。 

 

― 個別事業 ― 

● 養育支援訪問事業（経過観察児と家族支援養育）・・・《子育て支援センター》 

  発達状況の観察が必要な子どもや育児への支援が必要な保護者や家族に対して、こども 

園の保育士と子育て支援センターの保健師がチームとなり、専門的な知識を持って支援して

います。 

令和７年度からは取組みが強化できるよう体制整備を図ります。 

 

● 保育所等訪問支援事業・・・《子育て支援センター》 

サービス事業所がこども園を訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 

 

● 特別児童扶養手当・・・《子育て支援センター》 

  精神又は身体に障がいのある児童を養育している方に手当を支給し、福祉の増進を図りま

す。 

 

● 障がい児福祉手当・・・《福祉介護課》 

  在宅の重度障がい児に対し、その重度の障がいのために生じる特別な負担の一助として手

当を支給します。 

 

● 障がい児保育事業・・・《子育て支援センター》 

  保育を必要とする心身に障がいのある児童がこども園に入園し、健常児と集団保育を行う

ことにより、互いの成長発達を促します。また、障がいの種類や程度に応じた保育・教育内

容を提供できるよう努めます。その一環として、令和７年度から言語聴覚士を配置し支援の

強化を図ります。 

 

● 障がい児通所支援・・《子育て支援センター・福祉介護課》 

  会津地域にある発達支援・訓練事業所において日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援や治療、また、生活能力向上のために必要

な訓練や社会との交流の促進などの支援を行ない関係機関との連携を図ります。こども園等

を利用している場合は、健常児との集団生活への適応のための専門的な支援を行ないます。 

 

● 補装具給付事業・・・《福祉介護課》 

  在宅で身体に障がいのある方や児童に対し、日常動作を補う補装具を給付し、日常生活の

便宜を図ります。 
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● 居宅介護事業・・・《福祉介護課》 

  障がいによって、日常生活を営むのに支障がある児童に対し、身体介護、家事援助、移動

介護など日常生活の支援をホームヘルパーが行ないます。 

 

● 短期入所事業・・・《福祉介護課》 

  障がいのある児童を介護している方が、病気・出産・事故などによって、一時的に家庭で

介護できない場合や心身の休息が必要な場合などに、障がいのある児童を一時的に施設で預

かり、介護している方の負担の軽減を図ります。 

 

● 日常生活用具給付事業・・・《福祉介護課》 

  障がいのある方や児童に対し、自立した日常生活を送れるよう、浴槽、便器等の日常生 

活用具の給付を行い、日常生活の便宜を図ります。 

 

● 重度心身障がい者医療費助成・・・《福祉介護課》 

  重度の障がい者に対し、保健の向上と福祉の保持・増進を図ることを目的に医療費の全額

を助成します。 

 

● 特別支援学級の充実・・・《学校教育課》 

  障がいのある児童の学校生活・教育を円滑に実施できるよう、専門教諭の配置を県に要望

し、学級運営の充実を図ります。 

 

● 特別支援教育支援員の配置・・・《学校教育課》 

  集団教育において、すべての子どもたちが理解できるよう支援員を配置します。 

 

● サポートティーチャーの活用・・・《学校教育課》 

  県のサポートティーチャー派遣事業を活用し、放課後等の課外時間に個別指導が必要な児

童への支援を行います。 

 

 

基本施策３ 子育ての情報提供と相談・支援体制の充実 

町では、妊娠や育児相談、児童虐待、不登校、貧困対策など多岐にわたる悩みや、子育て

に問題を抱えている保護者や家族に対して、関係する機関が連携しながら支援を行ってきま

したが、平成 29 年 4 月に、妊娠期から子育て期まで切れ目なく一括して支援する拠点とし

て、こゆりこども園内に「子育て支援センター」を設置し、子育て支援に取り組んできまし

た。 

地域の全ての子ども・家庭の相談に対応する子ども支援の専門性を持った体制で、１８歳

までのすべての子どもと、その家庭及び妊産婦等を切れ目なく継続的に支援しています。 
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― 個別事業 ― 

● 子育て支援センター（拠点施設） 

妊娠から子育てまで切れ目なく一括して支援する拠点として、こゆりこども園内に「子育

て支援センター」を設置しています。ここでは令和４年の児童福祉法改正により、母子保健

業務と児童福祉業務を行う「こども家庭センター」の機能を担い、子育ての情報提供や相談・

支援体制の充実を図っています。 

 

● 子育てサークル・子育て広場「おいで おいで」・・・《子育て支援センター》 

  保健師や保育士への育児相談や子育ての情報交換、手遊び、おもちゃ作り、絵本の読み聞

かせなど子どもの学習や遊び、親子のふれあいをとおして子育てのあり方について学ぶとと

もに、子育て世代の仲間づくりの場として子育て広場「おいで おいで」をこゆりこども園

の支援室で開催しています。 

 令和７年度からは、内容の更なる充実のため体制整備を図ります。 

 

● 児童発達支援センターとの連携・・・《子育て支援センター》 

幅広い高度な専門性に基づく発達支援、家族支援機能を持つ児童発達支援センターと連携

し子どもの特性や家庭の状況に応じた適切な支援に努めています。 

 

● 幼児教育・保育アドバイザーの配置 

保育者の専門性の向上を図るため、幼児教育の専門的な知見や豊富な実戦経験を有し、教

育内容や指導方法、環境の改善等について助言を行う幼児教育・保育アドバイザーの配置を

継続します。 

 

● 教育相談員の確保・・・《学校教育課》 

  児童生徒への個別の相談に応じ、身体や精神状況から不登校やいじめ、非行等の問題に 

早期に対応するため、教育相談員を配置しています。 

 

● スクールカウンセラーの活用・・・《学校教育課》 

  児童生徒や校内での種々の問題行動などの対応にあたり、専門的な心理学知識や心理援助

知識が求められるケースが多々あります。このような心理相談業務に従事する心理職専門家

を派遣する事業を県で実施しており、町では現在、週１回の派遣を受けています。本事業を

活用するとともに、スクールソーシャルワーカーも視野に入れ多様化したケースに適切に対

応できるよう努めます。 

 

 

基本施策４ 地域における子育て支援の体制づくり 

  家庭環境の変化により、地域とのつながりが希薄化している現在の社会において、地域で

子どもを見守る人や気軽に相談する相手も少なく、子育てに関して不安や負担を感じるケー
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スも少なくありません。子育ての孤立化を解消するためには、地域社会全体で支えていくこ

とが求められています。 

  町では、「西会津町地域学校協働本部事業」として、各種ボランティアによるこども園や

小学校での読み聞かせや、学校支援、学習支援などの活動も定着しており、今後も継続して

推進していきます。 

  また、町民一人ひとりが子どもと子育てを支える地域社会の一員としての認識を持てるよ

う、民生・児童委員や各種ボランティア団体と連携を図りながら、地域が一体となった子育

て意識の醸成が図られるよう子育て支援条例等の制定も検討していきます。 

 

― 個別事業 ― 

● 幼保小の架け橋プログラム・・・《学校教育課・子育て支援センター》 

年長児がこども園から小学校への入学の際、スムーズに入学できるようカリキュラムの作

成・実践、園児と小学生の交流活動を行っています。また保育士と教員の情報共有、相互参

観など研修を行うなど先生同士の連携も行っていきます。 

 

● 西会津町地域学校協働本部事業・・・《学校教育課》 

子どもたちと地域の関係が希薄化する中で、子どもたちのコミュニケーション能力を伸ば

し、生きる力や郷土愛の醸成、地域の活性化に取り組んでいます。委員としては小・中学校

の地域連携教職員、ＰＴＡ、老人クラブなどの地域コーディネーター、家庭教育コーディネ

ーターが中心となり事業を推進しています。 

 

● 放課後子ども教室・・・《学校教育課》 

  放課後や休日等に、小学校施設等を活用して子どもたちが安心して活動できる場所を設け、

地域住民の参画を得て、スポーツや文化活動等を行っています。 

  協働活動支援員や地域住民・団体で組織した実行委員会で企画運営を行ない、放課後児童

健全育成事業との連携に努めます。 

 

● 学校支援ボランティア活動の推進・・・《学校教育課・生涯学習課》 

  おはなしの会「ももたろう」などをはじめ、子どもたちを健やかに育むため、地域全体で

学校を支える地域学校協働本部事業において、学校の要請に応じて、できる人が、できる時

に、できることを支援する、学校支援ボランティアの積極的な活動を推進しています。 

 

 

● 家庭教育事業・・・《学校教育課・生涯学習課》 

  生活の基盤となる家庭において、子どもの生活習慣を身につけるとともに、自立心の育成

や心身の調和のとれた発達を図るため、家庭教育相談室による支援や親子が共に参加して学

習・作業できるような出前講座などの事業を推進しています。 
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● 子育てコミュニティ施設（キッズランド芝草）・・・《子育て支援センター》 

  子どもの遊び場、子育て世代の居場所づくり、家庭教育力向上や地域との交流などを目的

に整備した施設となっており、土曜日、日曜日及び祝日の開所で特に冬期間や雨天時の屋内

の遊び場として利用できます。利用対象者は小学校低学年以下の子どもと保護者となってお

り利用料は無料です。定期的にイベントも開催しています。 

  今後については町の子育て施策の趣旨に沿う団体等に管理運営を委託できないか検討し

ていきます。 
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第５章 計画の推進 

 

 

１ 計画の推進に向けた各主体の役割 

 次代の担い手である子どもたちの育成支援として、子どもを産みやすい、育てやすい、そし

て、親も子も育ちやすい環境のまちづくりを目指すため、行政、家庭、こども園、学校、地域

社会、企業など社会全体が一体となり取り組んでいくことが必要です。 

 

（１）家庭の役割 

   家庭は、子どもが生まれ育つうえで最も基本的な場です。憩いと安らぎの中で乳幼児期

の親子の信頼関係の形成を基礎として、基本的な生活習慣や生活能力、他人に対する思い

やり、善悪の判断能力などのしつけは、家庭の最も重要な役割の一つです。この役割を再

確認しその役割を果たしていくことが求められます。家族一人ひとりが、その役割を自覚

しお互いに助け合いながら子育てに関わり、地域や園などの行事に積極的に参加するなど

社会的生活を育むことが重要です。 

    

（２）教育・保育施設の役割 

   教育・保育施設は、子どもが成長し、人格を形成する過程で最も重要な時期に大きな役

割を果たす場です。保護者と教育施設・保育施設が共通理解を図るとともに、保護者の不

安を解消し、安定した気持ちで子どもを育てていくことができるよう働きかけていくこと

や、専門的知識や施設を利用して、子どものたくましく生きる力と豊かな心を育む時代に

即した教育・保育サービスの充実に努めることが重要です。そのためには、保育者の更な

る資質の向上が必要です。 

 

（３）地域社会の役割 

   地域は、個人や家庭を支え合う最も身近な場であり、子どもを含めそこに住むすべての

人々が充実した健全な生活を営んでいくための大切な場でもあります。子どもや子育て家

庭が地域で孤立することがないよう、地域行事や地域の関係者との連携を図り、子どもの

安全面の確保など、地域社会全体で子育てを支援していく機運の醸成が重要です。 

 

（４）企業の役割 

   共働き家庭の増加に伴い、子育てがしやすい環境づくりを進めるためには、就業に関す

る環境や条件の整備は不可欠です。子どもが健全に育まれることは、次代において大きな

労働力となることが期待されます。国の次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主

行動計画を策定し、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として認定する

制度「くるみん認定」があることから、制度の周知、活用を図り、将来の企業発展に向け

て子育て支援に取り組み、地域社会に貢献することが必要です。 
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Plan:計画 

○子ども子育て支援事業計画の立案 

Do:実施 

○計画に基づく施策・事業の実施 

○施策・事業の実施内容の周知 

Action:改善・見直し 

○事業内容の見直し・改善 

○目標・指標等の見直し 

Check:点検・評価 

○施策・事業の実施状況の調査 

○目標・指標等の達成状況の把握 

（５）行政の役割 

   少子化の進行は地域の活力低下を招き、様々な生活基盤の崩壊にもつながるため、行政

では、地域社会全体で子育てを支援していく機運の醸成を図り、活気あるまちづくりを推

進します。具体的には、地域人材の育成と活用、積極的な情報交換と発信も併せて、子育

てに関わる組織づくりを支援するとともに、関係機関との連携強化を図ります。 

   また、人口減少・少子化対策などの問題解決には、担当課だけではなく全庁的に取り組

むことが必要となっています。このことから引き続きそれぞれのテーマごとに事業連携推

進会議を開催し、関係課と協議連携を図っていきます。 

 

２ 時代に応じたニーズと進捗状況の把握 

 計画の推進においては、庁内及び各関係機関との連携を図り、基本目標の実現に向けた各種

事業を展開していきます。また、本計画の進捗状況の把握に努め、ＰＤＣＡサイクルを活用し

実行性のある取組みを推進します。あわせて各関係機関と情報を共有し、子ども・子育て支援

のあり方の検討と、取組みを進めていきます。 

 なお、計画と実績の乖離がある場合や、国の制度改正による事業の変更や新設等がある場合

は、本計画の見直しを行うことができるものとします。 
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資料編 

資料１ 西会津町子ども・子育て会議設置要綱  

 

○西会津町子ども・子育て会議設置要綱 

平成２５年１０月１日 

告示第３３号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援に関する事業について，ニーズに即した効果的かつ効率的な運用

を実施するにあたり，子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取し，調査審議するため，

西会津町子ども・子育て会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 会議は，次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

（１） 西会津町子ども・子育て支援事業計画に関すること。 

（２） 子ども・子育て支援法（平成２４法律第６５号）における特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の利用定員に関すること。 

（３） 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況

に関すること。 

（４） 前各号に掲げるもののほか，子ども・子育て支援に関すること。 

（組織） 

第３条 会議は，委員１５名以内をもつて組織し，次に掲げる者のうちから町長が委嘱し，又

は任命する。 

（１） 子どもの保護者 

（２） 事業主を代表する者 

（３） 子ども・子育て支援事業に従事する者 

（４） 識見を有する者 

（５） 関係行政機関の職員 

（６） 公募によるもの 

（７） その他町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠員が生じた場合におけ

る補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を１名置き，委員の互選により定める。 

２ 会長は，会務を総理し，会議を代表する。 

３ 副会長は会長を補佐し，会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理す

る。 

（会議） 
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第６条 会議は会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 会議は，委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

（守秘義務） 

第７条 委員は，その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

（庶務） 

第８条 会議の庶務は，福祉介護課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，会議の運営に関し必要な事項は，会長が会議に諮つて

定める。 

附 則 

この要綱は，公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年告示第１３号） 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 
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資料２ 西会津町子ども・子育て会議委員名簿 

 

西会津町子ども・子育て会議委員名簿 

                 任期：令和６年１０月１８日～令和８年３月３１日 

種 別 氏 名 地 区 役 職 等 備 考 

 

1

号 

子 ど も の 保 護 者      

（こども園） 
荒 海 正 人 奥 川 こゆりこども園保護者会長  

 

子 ど も の 保 護 者  

（小学校） 
江 川 正 樹 野 沢 西会津小学校ＰＴＡ会長  

 

２

号 
事業主を代表する者 多 賀   剛 野 沢 西会津町商工会副会長 西会津商工会長推薦 

 

3

号 

子ども・子育て支援

事業に従事する者 

須 藤 博 子 
 

こゆりこども園副園長 
 

五十嵐 育 代 
 

ひだまり子どもクラブ管理者 
 

 

 

4

号 
識見を有する者 

長 澤 文 子 野 沢 主任児童委員 
 

荒 海 孝 子 尾野本 主任児童委員 
 

佐 藤 惠 子 群岡・新郷・奥川 主任児童委員 
 

5

号 
関係行政機関の職員 齋 藤   光 

 会津保健福祉事務所 

専門社会福祉主事 

会津保健福祉事務所

長推薦 

6

号 
公募委員 渡 部 俊 介 野 沢 

  

7

号 
町長が必要と認める者 佐 藤 千 春 

 障がい相談事業所にしあいづ  

相談支援専門員 
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資料３ 計画策定の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月  日 主な事項 

令和６年 

  ２月 

・「第三期子ども・子育て支援事業計画」策定のためのニ

ーズ調査 

  ９月 ４日 ・子ども・子育て会議委員公募 

１０月１８日 

・子ども・子育て会議（第１回） 

 ○委嘱状交付 

○計画案の協議・検討 

１２月２６日 
・子ども・子育て会議（第２回） 

 ○計画案の修正・協議 

令和７年 

１月２７日 

 ～２月１０日 

・パブリックコメント 

２月１３日 
・子ども・子育て会議（第３回） 

○計画案の最終調整 

２月１９日 ・保健福祉審議会へ諮問・答申 

３月 ７日 ・町議会全員協議会での説明 
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